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要　　旨

【目的】　平成22年度に福岡県内の小学校現場における
栄養教諭の食育推進の実態を明らかにすることを目的に
実態調査を行った。５年経過における栄養教諭の食育推
進の問題点やニーズを明らかにし、今後の教員免許状更
新講習等に役立てたいと思い、検討したので報告する。
【方法】　福岡県内の全小学校を対象に、学校現場の食育
推進における実態調査を行った。調査は、給食施設の形
態、属性、食に関する指導、個別的な相談指導、栄養
教育実習等についての36項目を自己記入式質問紙法に
よって、郵送調査を実施した。
【結果】　栄養教諭の職務の一つである個別的な相談指
導では、「取り組んでいる」は62.7％、「検討中」は
7.8％、「取り組んでいない」は29.5％であった。第１
回と第2回において有意差が認められなかったが、「専
門的な知識の不足」がそれぞれ50.3％、37.3％であり、
「保護者の理解が得られにくい」がそれぞれ25.5％、
28.0％であった。また、１％レベルで有意な差が認め
られたのは、学校・家庭・地域が連携した食育推進の
「生産者と連携した活動」がそれぞれ18.7％、43.5％
であり、個別的指導のなかの「指導体制を整えている」
がそれぞれ29.6％、63.0％であった。
【考察】　本研究の調査結果より、食に関する指導にかか
る全体計画の作成は、栄養教諭の重要な役割の一つであ
るので、今後、学校現場以外との協力体制を求める必要
がある。また、教員免許状更新講習の内容についても、
学校現場のニーズに対応するよう見直し、養成機関であ
る大学における教育内容についても検討していきたい。

Ⅰ．緒　　言

　平成17年６月に「食育基本法」が制定されて10年に
なる。食育基本法に先立ち、４月に学校における食に関
する指導を本務とする栄養教諭の配置が開始されてから

も同じく10年を迎えることになる。近年、『早寝、早起
き、朝ご飯』全国協議会による運動の推進や、テレビ番
組やインターネットによる食に関する様々な情報発信は
あるものの、伝統的食文化の衰退や生活習慣病の高い罹
患率など、食を取り巻く問題はますます深刻になってき
ている。
　食育基本法制定以前は、『食に関する問題は、本来家
庭が中心となって担うもの』であるというとらえが多
かった。食生活の多様化が進み、家庭で十分な指導を行
うことが困難な場合があることから、食育の推進が国民
的課題となり、学校における食育を推進することが重
要視された。食育基本法に基づき、第一次食育推進基
本計画（平成18年度～22年度）、第二次食育推進基本計
画（平成23年度～27年度）と約10年にわたり、食育事
業を展開してきている。また、文部科学省では、平成
25年５月、「今後の学校における食育の在り方に関する
有識者会議」を立ち上げ、それまでの食育の在り方に
ついて具体的な事業や指導方法について検討する中で、
「スーパー食育スクール（SSS）」と「食育の教科書」
の二つを提案１）するなどの方向性を示している。食育
基本法の制定までは学校栄養職員が担ってきた学校給食
管理に加え、食に関する指導を担う栄養教諭の配置が各
都道府県で進んでいる２）ことからも、栄養教諭の配置
が食育推進にどのような影響や問題点をもたらしている
かを把握したいと考えた。
　そこで、本研究の目的は、栄養教諭の食育推進の実態
を明らかにし、栄養教諭の研修機会の一つである教員免
許状更新講習の在り方や指導内容・方法を改善し、養成
機関である大学における教育内容をシラバスレベルから
検討する必要があると考えた。

Ⅱ．調査方法

１　調査期間
　第１回；平成22年11月　第２回；平成26年11月
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２　対　　象

　福岡県内のすべての公立小学校
　第１回；760校（回収率36.8％）　第２回；748校
（回収率23.1％）

３　調査方法
　自己記入式質問紙調査

４　調査内容
　給食施設の形態、属性、食に関する指導、個別的な相
談指導、栄養教育実習等についてである。

５　解析方法
　解析方法は、学校現場に学校給食栄養管理者を配置し
ている（Ｎ有群）、配置していない（Ｎ無群）の２群で
エクセル統計2010 for windowsを用いてχ２検定を行っ
た。なお、第１回調査と第２回調査においても比較し
た。

Ⅲ．結　　果

１　学校給食実施施設
　第２回調査で、学校給食を実施する169施設につい
ては表１のとおり、単独調理場方式が76.9％（Ｎ有群
42.0％，Ｎ無群35.5％）、共同調理場方式が23.1％（Ｎ
有群6.5％，Ｎ無群16.0％）であった。

２　学校給食栄養管理者の配置
　学校給食栄養管理者は表２のように、20歳代は

21.2％、30歳代34.3％、40歳代24.2％、50歳代以上は
18.2％と、年齢構成の中で一番少数派が50歳代である。
　次に、学校給食栄養管理者169名中、栄養教諭が
60.8％、学校栄養職員が19.6％、非常勤栄養士とその
他は、それぞれ9.8％であった。とくに、栄養教諭のう
ち管理栄養士免許保持者は52名で83.9％を占めていた。

表１　学校給食実施施設

表２　学校給食栄養管理者の配置

図１　食に関する指導にかかる全体計画の作成における問題点
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３　食に関する指導にかかる全体計画の作成につ
いて

　図１で示した「食に関する指導にかかる全体計画の作
成における問題点」で上位三つは、「隣接する学校（園）
との連携」が54.3％、「地域行政との連携・協力体制」
35.2％、「保護者や地域との連携・協力体制」27.8% の
順であった。

４　食に関する指導における職務を遂行できてい
ない場合の問題点

　図２で示した「食に関する指導における職務を遂行で

きていない場合の問題点」は、平成22年度、平成26年
度において、「時間が取れない」は、それぞれ54.3％、
40.7％である。「コミュニケーション能力の不足」は、
それぞれ8.7％、18.5％である。

５　食に関する指導について
　食に関する指導について、「各学年・各教科における
授業回数」では、家庭科、特別活動、生活科が上位３教
科等である（図３－１）。「食に関する指導の形態」で
は、担任と栄養教諭によるティーム・ティーチングが
74.2％である（図３－２）。

小学校の学校現場における食育推進の実態調査

図２　食に関する指導における職務を遂行できていない場合の問題点

図3-1　食に関する指導について ｢各学年 ･各教科における授業回数｣
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６　食に関する個別的な相談指導の問題点につい
て

　個別的な相談指導の問題点については、年度を問わ
ず、上位三つが「専門的な知識の不足」、「保護者の理解
が得られにくい」、「科学的根拠のあるプログラムが少な
い」である（図４）。

７　学校・家庭・地域が連携した食育の推進につ
いて

　学校・家庭・地域が連携した食育の推進については、
「生産者と連携した活動」が平成22年度で18.7％、平
成26年度で43.5％であり、１％レベルで有意差が認め
られた（図５）。

図3-2　食に関する指導について ｢食に関する指導の形態｣

図４　食に関する個別的な相談指導の問題点について
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８　食に関する個別的相談指導について
　食に関する個別的相談指導については、Ｎ無群で「指
導体制を整えている」が平成22年度29.6％、平成26
年度63.0％であり、１％レベルで有意差が認められた
（表３）。

Ⅳ．考　　察

　食に関する指導にかかる全体計画の作成は、栄養教諭
の重要な役割の一つであるので、今後、「隣接する学校
（園）」や「保護者や地域」、「地域行政」等の学校現場
以外との連携・協力体制を求める必要がある。
　食に関する指導については、教育課程の限られた枠組
みではあるものの、児童生徒が主体的・協働的に学ぶ授
業を展開できるよう、養成機関である大学における教育
内容をシラバスレベルから見直すとともに、教員免許状
更新講習についても、学校現場のニーズに対応するよ
う、その内容や方法に十分な検討を加えたい。

Ⅴ．総　　括

　食育基本法の制定から10年という節目を迎えた平成
27年度までの栄養教諭の配置状況は表４３）のとおりで
あり、平成26年度には栄養教諭として、初めての教員

小学校の学校現場における食育推進の実態調査

図５　学校・家庭・地域が連携した食育の推進について「生産者と連携した活動｣

表４　公立学校栄養教諭の配置状況

表５　食育基本法制定後に講じられた食育推進に関する主な制度

表３　食に関する個別的な相談指導について
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免許状更新講習が実施されたところである。
　食育基本法制定後に各府省が講じた食育の推進に関す
る主な制度は、表５４）に示すとおりである。総務省行
政評価局は、食育の推進に関する政策について総体とし
てどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点か
ら、関係行政の今後の在り方の検討を資するため評価を
行い、その結果を平成27年10月に発表した。評価の対
象とした政策は、食育基本法に基づき作成された「食育
推進基本計画」により取り組まれている食育の推進に関
するものである。この食育の推進に関する政策評価書
の中で、『栄養教諭の配置が学校における食育に関する
体制の整備に関与していると考えられる一方、児童の
朝食欠食率の減少への寄与は明確には把握できなかっ
た。』５）としている。第２次食育推進基本計画の目標値
は平成27年度であるので、今回の評価は27年度の測定
値によるものではないものの、欠食率０％という目標値
は１％台からなかなか下がらない現状にある。この政策
評価書の中に、子どもに対する食育については、「栄養
教諭等の配置による効果を把握することが適当である。」
「食生活学習教材については、更に学校現場の意見を反
映させた内容の充実を図り、その利用を促進することが
適当である。」６）と意見が付されていることからも、こ
のような背景を踏まえたうえで、平成26年度と27年度
にわたり進められてきたスーパー食育スクール（SSS）
での成果や、平成28年度に配布が予定されている「食

育の教科書」のような教材を活用する教育内容も視野に
入れ検討を加えたいと考える。
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